
263

は　じ　め　に

　認知症の進行とともに本人の意思表示は難しくなってい

くため，重症認知症の人が，がんや肺炎などの身体疾患に

かかり治療を要するようになったとき，どのように本人の

意思を反映させながら治療方針を決定していけばよいかが

課題となっている．精神科医は，認知症受け入れ病棟の主

治医として，また介護施設の嘱託医としてこの課題に直面

するほか，最近では院内の臨床倫理委員会のメンバーとし

ても携わる機会がある．医療行為は患者の身体に侵襲を加

えることから，本人の同意に基づいて行うことが必要と法

律的には規定されており，たとえ認知症で言語的なコミュ

ニケーションが難しくなっていたとしても，できる限り本

人の同意を得て行うことが求められる．このため，たとえ

本人から言語的な意思表示が得られなくても，事前指示や

アドバンス・ケア・プランニングがあれば参考にし，それ

らがない場合でも，本人をよく知る人の意見を聞いたり，

非言語的な反応に着目したりしながら推定意思を反映させ

るようにすることが推奨されている．

　本稿では，言語的コミュニケーションが可能な段階での

同意取得にあたって必要となる医療同意能力評価と，重症
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になって意思決定能力が低下した場合の意思決定支援のプ

ロセスについて，本人の意思を尊重しつつ最善の利益を達

成するために留意すべき点について解説した．

Ⅰ．医療同意能力評価

　インフォームド・コンセントを取得するにあたり，認知

症の診断がついていると医師は本人には同意能力がないと

みなして，家族にだけ説明してしまう傾向がある．老いて

は子に従えという文化がある日本では，患者，および家族

の側も特に違和感なく受け入れてきた経緯がある．しかし

ながら，独居の高齢者や高齢者同士の世帯が増えるなか

で，急性期病院では代わりに同意を得る家族のない高齢者

が増え，本人から同意を取得する必要性に迫られているこ

とから，近年認知症患者の医療同意能力評価に注目が集

まっている．このような必要に迫られての変化ではある

が，自己決定の尊重という観点からは望ましい方向である

ことは間違いなく，他の診療科の医師にも意思決定支援の

考え方について知ってもらうよい機会であると考えている．

　本人からの同意を取得するにあたってまず必要なのが，

同意能力評価である．本人に説明して医療行為を行う場合

でも，こちらの提案する医療行為に同意している場合は，

医療行為に関する同意能力の程度は気にすることなく治療

を進め，一方で，拒否されれば，十分な吟味なしに理解力

が低下していると考える傾向がある．また，診断や外見，

話し方などに医師の評価が左右されてしまうため，客観的

な評価が必要である．われわれは，知的障害に精神症状を

合併して精神科病院に入院中に特発性正常圧水頭症を合併

した症例に対して後述する半構造化面接法を用いた同意能

力評価を行い，知的能力に合わせた説明方法を工夫するこ

とで同意能力ありと判定することができた一例を経験して

いるが4），主治医の主観的な評価は患者の診断や印象に左

右されてしまうことがあるため注意が必要である．このよ

うな臨床現場でよく起きる間違いをまとめた表が米国の家

庭医の学会誌に掲載されていたため紹介する（表 1）1）．こ

こに挙げられているように，医療同意能力評価は専門家で

ないとできないと考えている医師も多いが，たいていの医

療行為については，医療の必要性が高くそこまで厳密な評

価が必要なわけではないため，治療を担当する医師が診療

行為のなかで少し意識して確認するだけで足りる．一方

で，侵襲が大きかったり，生活に大きな影響を与えたりす

る場合は，本人の同意だけで医療行為を行おうとすれば，

有効な同意といえるかの評価が必要になる．

　医療同意能力は，理解，認識，論理的思考，選択の表明

の 4要素モデルが一般的に用いられている（表 2）11）．医療

行為の複雑さやリスク，必要性によっても必要とされる能

力は異なるとされており，インフルエンザの予防接種のよ

うにメリットが明らかでリスクも低い医療行為については

低い能力でも有効な同意とすることが可能で，がんの手術

などリスクが高く治療後の生活にも大きな影響がある治療

については，本人の同意を有効とするには高い能力が必要

である（図 1）．

　評価にあたっては一番状態のよいときを選んで行う必要

があり，せん妄やうつなどで理解力や判断力が一時的に低

下している場合は，方針決定に時間的猶予があれば治療に

より状態を改善させてから評価することが重要である5）．

また，会話に集中できる環境を準備することや，わかりや

すい説明を工夫することも求められる．精神科医は普段か

ら認知機能の低下や精神症状による影響で理解力が低下し

た患者に病状や治療に関する説明を行っており，伝わりや

すい説明をすることに慣れているが，理解力に問題ない患

者が大部分を占める他の診療科の医師においては，患者の

理解力に配慮しながら説明の方法を変えることは意外に難

しいということは知っておく必要があるだろう．

　簡単に同意能力を評価する方法としては，診断や治療に

関して本人の言葉で説明を受けた内容を話してもらう方法

がある．認知症，特にアルツハイマー型認知症においては，

他者の話に対する同調性，迎合性が高い傾向があり，何で

もはいと答えてしまったりすることから，自発的に説明し

てもらう形式をとることが重要である．このような簡便な

能力評価は，認知症の専門医だけでなく他の医療従事者で

も十分可能である．

　慎重な検討が必要な場合は，半構造化面接法が用いられ
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表 1　臨床現場でよく起きる間違い

  1． 臨床的な能力低下と法的な能力低下を同じと考える
  2． 患者がこちらの指示に従わなければ同意能力がないと考える
  3． 患者が治療に従っているうちは同意能力を評価する必要はない
  4． 同意能力はあるかないかの 2つに 1つである
  5． 認知機能障害があれば同意能力が欠けている
  6． 同意能力の低下は永続的である
  7． 十分な情報を提供せずに同意能力がないと決めつける
  8． 認知症など精神疾患の患者はすべて同意能力を欠いている
  9． 非自発的入院の対象となっている患者は同意能力を欠いている
10． 専門家でないと同意能力は評価できない

（文献 1より著者翻訳のうえ引用）
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る．いくつかの方法があるが，代表的なものとしては，

MacArthur Competence Assessment Tool‒Treatment

（MacCAT‒T）がある2）．個別の医療行為について，その内

容，治療の選択肢などについて，前述の理解，認識，論理

的思考，選択の表明の 4つの要素に分けて評価するように

デザインされている（表 2）．所要時間は 20～30分で，下

位項目の質問それぞれについて点数化するようになってい

るが，何点以上なら同意能力ありといったカットオフ得点

が設けられているわけではなく，点数を参考にして総合的

に判定するようになっている．ただ，点数をつけることに

よって評価の客観性が高まり，どの領域の能力が低下して

いるかも明らかにすることができ，低下している部分を

補って理解を促進したり意思決定を支援したりすることに

も役立つ．説明内容と採点基準は治療内容に応じて改変す

る必要がある．われわれが研究を目的として作成した抗認

知症薬に関するMacCAT‒Tの記録用紙や採点基準がダウ

ンロード可能となっているので参考にしていただきた

い8,9）．

　各要素の評価方法について解説する．理解に関する評価

では，診断名や病気の特徴，経過，治療の良い点，悪い点，

治療を受けない場合の良い点，悪い点などを自分の言葉で

説明してもらい評価する．認識に関しては，こちらからの

説明に疑問に思うことはないか，治療を受けることが自分

のためになるかといった質問で，現在必要とされている治

療を自分のこととして認識しているかを評価する．論理的

思考については，選択の理由を聞いたり，生活や仕事にど

のような影響があるか将来の見通しについて尋ねたりする

ことで選択の背景となる思考の論理性を評価する．うつ状

態では，自責感や貧困妄想などにより論理的思考が影響を

受けることがある．このような場合にはうつの治療を行っ

て改善した後に再度評価することになる．選択の表明は，

自分の意見を一貫性をもって表明できているかどうかを評

価する．言語的な表明が難しい場合は，それ以外の表明方

法がないかを検討する必要がある．

Ⅱ．意思決定支援のプロセス

　治療方針の決定に際して，上述の医療同意能力評価によ
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図 1　意思決定に必要とされる能力と意思決定の内容の関係
（文献 11より引用）

表 2　医療同意能力を構成する 4要素

理解 ・医師から受けた説明の内容をどの程度理解しているか
・ 本人自らの言葉で開示された情報を説明してもらう

認識 ・医師から受けた説明の内容を，患者本人が自分のこととして認識しているか
・ 宗教的信念や文化的背景など個人の価値観も含めて検討する必要があり，最も複雑なプロセス

論理的思考 ・医療行為の結果を推測したうえで論理的に考えられるか

選択の表明 ・一貫性をもって自分の意見をはっきり表明できているか
・ 言葉で伝える以外に，文章にして書く，うなずくなどの手段で伝えられる場合も含む

（文献 11より引用）
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り当該医療行為に対する同意能力が保たれていると判断で

きる場合は，それが同意であれ拒否であれ本人の意向を尊

重することになる．一方で，同意能力が低下していると判

断される場合は，医療従事者や介護関係者，家族や友人，

成年後見人などの関係者が本人の意思を推定しつつ関与す

ることになる．本人が治療に対して拒否していない場合は

その治療の妥当性について検証することになり，拒否して

いる場合は本人の最善の利益を考慮して説明を繰り返した

り，関係性の構築を図って本人の不安を軽減して理解を促

したりする．

　ここで注意が必要なのは，治療しないことによる危険性

や結果を十分理解したうえで，なお拒否している可能性も

残されることである．それまでのその人の価値観や意思決

定の傾向と一致するときには，たとえ医療者の方針と異

なっていても本人の意思を尊重することが必要な場合もあ

る．医療者側の価値観を一旦棚上げにして本人の考えを聞

く態度が重要であるが，治療担当医は，積極的に治療を行

いたいという気持ちが先行する場合もあれば，認知症があ

るということで必要な治療も差し控える方向に傾く場合も

ある．そのような観点から，治療に関して比較的独立の立

場にある精神科医が果たす役割は大きい．

　次に家族への意思決定支援の重要性について述べたい．

まず，家族の本人との関係性や不安に焦点をあてて聞き取

りを行い，支持的なかかわりを通して家族が安心して自ら

の意見を表明できる環境づくりを行うことが求められる．

認知症が進行していて本人から同意が得られない場合，医

療者は，家族のなかにキーパーソンを見つけてその人に決

定を委ねる傾向があるが，結果としてキーパーソンとされ

た家族は決断に悩み，決断した後もこれでよかったのかと

後悔することも多い．専門職としてどのような選択肢を推

奨するのかなど家族の判断の参考になる情報をもう少し踏

み込んで提供することが望まれる．また，家族に求められ

る役割は，あくまで本人の意思を推定するために必要な情

報を提供することであり，代理で決定するわけではないこ

とを伝えるのも家族の心理的負担の軽減に役立つ．時に家

族が医療者からみて本人の利益に反する治療方針を主張す

ることがあり，調整に難渋することがあるが，その場合は

家族の主張の背景にある心理社会的因子を探ることで解決

の糸口が見つかることもある．支持的精神療法の技法や家

族をシステムとしてとらえる視点など精神科医としてのス

キルが役立つだろう．著者らは，このような留意すべき点

についてまとめたガイドを作成して公表しているので，会

議や研修の場で活用いただけたら幸いである3,10）．

　次に最近増えている身寄りのない認知症患者に関する医

療同意と支援体制について考えたい．現在，成年後見制度

における後見人や保佐人には医療同意権は付与されておら

ず，代理で同意することはできない．しかしながら，患者

の権利を擁護する視点で，治療方針の説明を聞き，意見を

述べることは可能である．また，治療やその後の生活に欠

かせない経済的な視点からの意見も聞くことができるた

め，できるだけ検討の場に参加してもらうことが重要だろ

う．実際，弁護士会や司法書士会では医療行為に関する意

思決定支援についての研修が行われている．精神科におい

ては身寄りがなく市町村長同意で医療保護入院している患

者もいる．厚生省保健医療局長通知（精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律第 33条第 3項に基づき医療保護入

院に際して市町村長が行う入院同意について．昭和 63年 6

月 22日）には，「同意後も面会等を行うなどにより，本人

の状態，動向の把握等に努めること」と記載されているが，

同意にあたって文書を送付するだけで面会すらしていない

市町村も多いことから，身体疾患治療における意思決定支

援に行政が関与することは現状では期待できないのが現実

であろう．なお，『身寄りがない人の入院及び医療に係る意

思決定が困難な人への支援に関するガイドライン』7）が厚

生労働省から発表されており，必要な物品の準備から死亡

時の対応，そして医療に係る意思決定のプロセスまで解説

されている．

　最後に『認知症の人の日常生活・社会生活における意思

決定支援ガイドライン』6）の概要について紹介したい．本ガ

イドラインは，成年後見制度利用促進基本計画において，

意思決定支援の重要性について指摘を受けて策定された．

医療行為に関する意思決定に限らず買い物やサービスの利

用などの日常生活上の意思決定から，居所の決定や財産管

理まで扱われている．意思決定支援のプロセスを，①人

的・物的環境の整備，②意思形成支援，③意思表明支援，

④意思実現支援に分けて解説している（図 2）．これら本人

への支援のプロセスに加えて，家族の役割と支援の重要性

や，意思決定能力の判定や支援方法に困難や疑問を感じた

際に行う会議（意思決定支援会議）の持ち方についてもふ

れられている．

お　わ　り　に

　医療同意能力評価と意思決定支援プロセスについて解説

精神経誌（2021）第 123巻　第 5号
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した．医療同意能力評価には，その前提として能力に影響

する精神症状を治療することやわかりやすく説明するため

に認知機能低下パターンを理解しておくことが必要であ

る．また，意思決定支援には，患者本人との関係構築や的

確な症状の理解と治療が前提となっており，コミュニケー

ションスキルや家族への支援も必要となる．このため，こ

の分野への精神科医の積極的な参加が期待される．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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図2　『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン』プロセス図
（文献 6 より引用）
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意思決定支援のプロセスの記録，確認，振り返り

[ポイント，注意点]
◉本人の意思形成の基礎となる条件の確認（情報，認識，環境）
◉必要に応じた 都度，繰り返しの説明，比較・要点の説明，図や表を用いた説明
◉本人の正しい理解，判断となっているかの確認

[ポイント，注意点]
◉意思表明場面における環境の確認・配慮
◉表明の時期，タイミングの考慮（最初の表明に縛られない適宜の確認）
◉表明内容の時間差，また，複数人での確認
◉本人の信条，生活歴・価値観等の周辺情報との整合性の確認

[ポイント，注意点]
◉意思実現にあたって，本人の能力を最大限に活かすことへの配慮
◉チーム（多職種協働）による支援，社会資源の利用等，様々な手段を検討・活用
◉形成・表明された意思の客観的合理性に関する慎重な検討と配慮

意思形成支援：適切な情報，認識，環境の下で意思が形成されることへの支援

意思表明支援：形成された意思を適切に表明・表出することへの支援

意思実現支援：本人の意思を日常生活・社会生活に反映することへの支援

◎意思決定支援者の態度
　（本人意思の尊重，安心感ある丁寧な態度，家族関係・生活史の理解 など）
◎意思決定支援者との信頼関係，立ち会う者との関係性への配慮
　（本人との信頼関係の構築，本人の心情，遠慮などへの心配り など）
◎意思決定支援と環境
　（緊張・混乱の排除，時間的ゆとりの確保 など）

人的・物的環境の整備
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Decision‒Making Support of Medical Choice
for People with Dementia

Jin NARUMOTO

Department of Psychiatry, Graduate School of Medical Science, 

Kyoto Prefectural University of Medicine

　　The number of households with only elderly people and elderly couples who have no rela-

tives is increasing, and how to decide the treatment for patients with dementia is an issue. Psy-

chiatrists face these challenges as an attending physician in admission wards for dementia, a 

consultation liaison psychiatrist and a clinical ethics committee member. As it becomes diffi-

cult to understand and judge treatment due to the influence of dementia, decision‒making sup-

port is required to decide the treatment according to the intentions of the person. When per-

forming medical treatment based on consent, it is necessary to evaluate the medical consent 

capacity to confirm, and if there is a decline in this capacity, the multidisciplinary team and 

family members should estimate the intention of the patient and support decision making. If 

there is an advance directive or advanced care planning, it should be reflected in the decision. 

Moreover, attention should be paid to nonverbal reactions. A four‒element model of “under-

standing”, “appreciation”, “reasoning”, and “expressing choice” is generally used for medical 

consent assessment, and a semi‒structured interview, such as MacArthur Competence Assess-

ment Tool‒Treatment（MacCAT‒T）, is used for detailed assessment. Consent capacity is affect-

ed by behavioral and psychological symptoms of dementia, such as depression and delirium, 

and patterns of cognitive decline. The capacity required also depends on the risks, complexity, 

and needs of the treatment. In decision‒making support, communication skills and support for 

family members are also required, in which specialty as a psychiatrist is needed. The active 

involvement of psychiatrists in the treatment decision process is required to ensure that people 

with dementia retain their right to receive satisfactory medical care.
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